
審議会等の名称 伊万里市国民健康保険事業の運営に関する協議会

設置の根拠 国民健康保険法第１１条

設置の目的 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため

設置年月日 昭和３４年９月１４日

委　員　数 １７人

委員の任期 ３年（令和4年７月１日～令和7年６月３０日）

委 員 名 簿 　※別紙（様式第１号の２）　

所　管　課 市民交流部市民課年金保険係（電話番号０９５５－２３－２１４２）

様式第１号（第４条関係）

（令和５年９月１日現在）

審議会等設置状況



所　　属

池　田　博　士 伊万里市区長会連合会

糸　山　晃　人 佐賀県市町村職員共済組合

岩　永　潤　子 伊万里商工会議所

内　山　倫　子 伊万里・有田地区医師会

◎ 尾　形　洋一郎 伊万里市社会福祉協議会

黒　川　茂　美 伊万里市農業協同組合女性部

小　島　直　樹　 伊万里・有田地区医師会

田　中　俊一郎 全国健康保険協会佐賀支部

野　口　　　祥 九州北部税理士会伊万里支部

八　谷　一　敏 佐賀県国民健康保険団体連合会

藤　邑　俊　克 伊万里・有田地区医師会

宮　本　昌　典 伊万里有田薬剤師会

○ 山　口　又一郎 佐賀県社会保険労務士会

山　口　論　理 伊万里・有田地区歯科医師会

山　本　和　良 伊万里市区長会連合会

山　本　礼　子 いまり女性ネットワーク

吉　田　正　男 伊万里市区長会連合会

委　員　名　簿

（五十音順・敬称略・会長◎・副会長○）

氏　　名

様式第１号の２（第４条関係）


